
亀山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  令和４年１２月２０日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第４３号 

 

亀山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

 

亀山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成１７年亀山市規則第１８

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（経験年数を有する者の号給） 

第１３条 新たに職員となった次の各号

に掲げる者（職務の級を第９条第１項

第１号に掲げる職務の級に決定された

者を除く。）のうち、当該各号に定め

る経験年数を有する者の号給は、第１０

条第１項の規定による号給（前条第１ 

項の規定の適用を受ける者にあっては、

同項の規定による号給。以下この項に

おいて「基準号給」という。）の号数

に、当該経験年数の月数を１２月（そ

の者の経験年数のうち５年を超える経

験年数（第２号又は第４号に掲げる者

で必要経験年数が５年以上の年数とさ

れている職務の級に決定されたものに

あっては当該各号に定める経験年数と 

（経験年数を有する者の号給） 

第１３条 新たに職員となった次の各号

に掲げる者（職務の級を第９条第１項

第１号に掲げる職務の級に決定された

者を除く。）のうち、当該各号に定め

る経験年数を有する者の号給は、第１０

条第１項の規定による号給（前条第１ 

項の規定の適用を受ける者にあっては、

同項の規定による号給。以下この項に

おいて「基準号給」という。）の号数

に、当該経験年数の月数を１２月（そ

の者の経験年数のうち５年を超える経

験年数（第２号又は第４号に掲げる者

で必要経験年数が５年以上の年数とさ

れている職務の級に決定されたものに

あっては当該各号に定める経験年数と 



し、職員の職務にその経験が直接役立

つと認められる職務であって市長の定

めるものに従事した期間のある職員の

経験年数のうち部内の他の職員との均

衡を考慮して市長が相当と認める年数 

を除く。）の月数にあっては、１８月）

で除した数（１未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた数）に別表第９

に定める昇給号給数表のＣ欄の上段に

掲げる号給数を乗じて得た数を加えて

得た数を号数とすることができる。 

し、職員の職務にその経験が直接役立

つと認められる職務であって市長の定

めるものに従事した期間のある職員の

経験年数のうち部内の他の職員との均

衡を考慮して市長が相当と認める年数 

を除く。）の月数にあっては、１８月）

で除した数（１未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた数）に別表第８

に定める昇給号給数表のＣ欄の上段に

掲げる号給数を乗じて得た数を加えて

得た数を号数とすることができる。 

［（１）～（４） 略］ ［（１）～（４） 略］ 

［２～４ 略］ ［２～４ 略］ 

 （昇給区分及び昇給の号給数）  （昇給区分及び昇給の号給数） 

第２９条 ［略］ 第２９条 ［略］ 

［２～４ 略］ ［２～４ 略］ 

５ 条例第６条第１項の規定による昇給

の号給数は、昇給区分に応じて別表第

９に定める昇給号給数表に定める号給

数とする 

５ 条例第６条第１項の規定による昇給

の号給数は、昇給区分に応じて別表第

８に定める昇給号給数表に定める号給

数とする 

［６～９ 略］ ［６～９ 略］ 

（降格の場合の号給） 

第２２条 職員を降格させた場合におけ

るその者の号給は、降格した日の前日

に受けていた号給に対応する別表第８

に定める降格時号給対応表の降格後の

号給欄に定める号給とする。 

（降格の場合の号給） 

第２２条 職員を降格させた場合におけ

るその者の号給は、降格した日の前日

に受けていた号給と同じ額の号給（同

じ額の号給がないときは、直近下位の

額の号給）とする。 

［２及び３ 略］ ［２及び３ 略］ 

 （復職時等における号給の調整） （復職時等における号給の調整） 



第３９条 休職にされ、若しくは地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第５５条の２第

１項ただし書に規定する許可（以下こ

の条において「専従許可」という。）

を受けた職員が復職し、又は休暇のた

め引き続き勤務しなかった職員が再び

勤務するに至った場合において部内の

他の職員との均衡上必要があると認め

られるときは、休職期間専従許可の有

効期間又は休暇の期間（以下「休職等

の期間」という。）を別表第１０に定

める休職期間等換算表に定めるところ

により換算して得た期間を引き続き勤

務したものとみなして復職し、若しく

は再び勤務するに至った日（以下「復

職等の日」という。）及び復職等の日

後における最初の昇給日又はそのいず 

れかの日に市長の定めるところにより、

昇給の場合に準じてその者の号給を調

整することができる。 

第３９条 休職にされ、若しくは地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第５５条の２第

１項ただし書に規定する許可（以下こ

の条において「専従許可」という。）

を受けた職員が復職し、又は休暇のた

め引き続き勤務しなかった職員が再び

勤務するに至った場合において部内の

他の職員との均衡上必要があると認め

られるときは、休職期間専従許可の有

効期間又は休暇の期間（以下「休職等

の期間」という。）を別表第９に定め

る休職期間等換算表に定めるところに

より換算して得た期間を引き続き勤務

したものとみなして復職し、若しくは

再び勤務するに至った日（以下「復職

等の日」という。）及び復職等の日後

における最初の昇給日又はそのいずれ

かの日に市長の定めるところにより、

昇給の場合に準じてその者の号給を調

整することができる。 

別表第７（第２１条関係） 別表第７（第２１条関係） 

  昇格時号給対応表 

 行政職給料表（一）昇格時号給対応表 

昇格時号給対応表 

 行政職給料表（一）昇格時号給対応表 

昇格

した

日の

前日

に受

けて

いた 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

昇格

した

日の

前日

に受

けて

いた 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 



号給        

［略］［略］［略］［略］［略］［略］［略］［略］

５９ ２５ ４２ ４３ ５１ ４６ ３１ ３１ 

６０ ２６ ４２ ４４ ５２ ４６ ３１ ３１ 

６１ ２６ ４３ ４５ ５３ ４７ ３１ ３１ 

６２ ２６ ４３ ４５ ５４ ４７ ３１  

６３ ２７ ４４ ４５ ５５ ４８ ３１  

６４ ２７ ４４ ４６ ５６ ４８ ３１  

６５ ２７ ４５ ４６ ５７ ４９ ３１  

６６ ２８ ４５ ４６ ５８ ４９ ３１  

６７ ２８ ４６ ４７ ５９ ５０ ３１  

６８ ２８ ４６ ４７ ６０ ５０ ３２  

６９ ２９ ４７ ４７ ６１ ５０ ３２  

７０ ２９ ４７ ４８ ６２ ５０ ３２  

７１ ３０ ４８ ４８ ６３ ５０ ３２  

７２ ３０ ４８ ４８ ６４ ５０ ３２  

７３ ３１ ４９ ４９ ６５ ５０ ３２  

７４ ３１ ４９ ４９ ６６ ５０ ３２  

７５ ３２ ４９ ４９ ６７ ５０ ３２  

７６ ３２ ４９ ５０ ６８ ５０ ３２  

７７ ３３ ５０ ５０ ６８ ５１ ３２  

７８ ３３ ５０ ５０ ６８ ５１ ３２  

７９ ３４ ５０ ５１ ６８ ５１ ３２  

８０ ３４ ５０ ５１ ６８ ５１ ３２  

８１ ３５ ５１ ５１ ６９ ５１ ３３  

８２ ３５ ５１ ５２ ６９ ５１ ３３  

８３ ３６ ５１ ５２ ６９ ５１ ３４  

８４ ３６ ５１ ５２ ６９ ５１ ３４  

８５ ３７ ５２ ５３ ６９ ５１ ３５  

８６ ３７ ５２ ５３ ７０ ５１   

８７ ３８ ５２ ５３ ７０ ５１   

８８ ３８ ５２ ５３ ７０ ５１   

８９ ３９ ５３ ５４ ７１ ５２   

９０ ３９ ５３ ５４ ７２ ５２   

９１ ４０ ５３ ５４ ７３ ５２   

９２ ４０ ５３ ５４ ７４ ５２   

９３ ４１ ５３ ５５ ７５ ５３   

［略］［略］［略］［略］［略］［略］［略］［略］

備考 昇格後の号給中「２級」等とあ

号給        

［略］［略］［略］［略］［略］［略］［略］［略］

５９ ２６ ４２ ４３ ５１ ４６ ３１ ３１ 

６０ ２６ ４２ ４４ ５２ ４６ ３１ ３１ 

６１ ２７ ４３ ４５ ５３ ４７ ３１ ３１ 

６２ ２７ ４３ ４５ ５４ ４７ ３１  

６３ ２８ ４４ ４５ ５５ ４８ ３１  

６４ ２８ ４４ ４６ ５６ ４８ ３１  

６５ ２９ ４５ ４６ ５７ ４９ ３１  

６６ ２９ ４５ ４６ ５８ ４９ ３１  

６７ ３０ ４６ ４７ ５９ ５０ ３１  

６８ ３０ ４６ ４７ ６０ ５０ ３２  

６９ ３１ ４７ ４７ ６１ ５０ ３２  

７０ ３１ ４７ ４８ ６２ ５０ ３２  

７１ ３２ ４８ ４８ ６３ ５０ ３２  

７２ ３２ ４８ ４８ ６４ ５０ ３２  

７３ ３３ ４９ ４９ ６５ ５０ ３２  

７４ ３３ ４９ ４９ ６６ ５０ ３２  

７５ ３４ ４９ ４９ ６７ ５０ ３２  

７６ ３４ ４９ ５０ ６８ ５０ ３２  

７７ ３５ ５０ ５０ ６８ ５１ ３２  

７８ ３５ ５０ ５０ ６８ ５１ ３２  

７９ ３６ ５０ ５１ ６８ ５１ ３２  

８０ ３６ ５０ ５１ ６８ ５１ ３２  

８１ ３７ ５１ ５１ ６９ ５１ ３３  

８２ ３７ ５１ ５２ ６９ ５１ ３３  

８３ ３８ ５１ ５２ ６９ ５１ ３４  

８４ ３８ ５１ ５２ ６９ ５１ ３４  

８５ ３９ ５２ ５３ ６９ ５１ ３５  

８６ ３９ ５２ ５３ ７０ ５１   

８７ ４０ ５２ ５３ ７０ ５１   

８８ ４０ ５２ ５３ ７０ ５１   

８９ ４１ ５３ ５４ ７１ ５２   

９０ ４１ ５３ ５４ ７２ ５２   

９１ ４２ ５３ ５４ ７３ ５２   

９２ ４２ ５３ ５４ ７４ ５２   

９３ ４３ ５３ ５５ ７５ ５３   

［略］［略］［略］［略］［略］［略］［略］［略］

備考 昇格後の号給中「２級」等とあ



るのは、その者が昇格した職務の級

を示す。 

るのは、その者が昇格した職務の級

を示す。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 別表第９を別表第１０とし、別表第８を別表第９とし、別表第７の次に次の１表を加

える。 

別表第８（第２２条関係） 

降格時号給対応表 

 行政職給料表（一）降格時号給対応表 

降格した日

の前日に受

けていた号

給 

降格後の号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

１ ３３ １７ １７ ９ ９ １３ １３ 

２ ３３ １８ １８ １０ １０ １４ １４ 

３ ３３ １９ １９ １１ １１ １５ １５ 

４ ３４ ２０ ２０ １２ １２ １６ １６ 

５ ３５ ２１ ２１ １３ １３ １７ １７ 

６ ３６ ２２ ２２ １４ １４ １８ １８ 

７ ３７ ２３ ２３ １５ １５ １９ １９ 

８ ３９ ２４ ２４ １６ １６ ２０ ２０ 

９ ４０ ２５ ２５ １７ １７ ２１ ２１ 

１０ ４２ ２６ ２６ １８ １８ ２２ ２２ 

１１ ４３ ２７ ２７ １９ １９ ２３ ２３ 

１２ ４４ ２８ ２８ ２０ ２０ ２４ ２４ 

１３ ４５ ２９ ２９ ２１ ２１ ２５ ２５ 

１４ ４６ ３０ ３０ ２２ ２２ ２６ ２６ 

１５ ４７ ３１ ３１ ２３ ２３ ２７ ２７ 

１６ ４８ ３２ ３２ ２４ ２４ ２８ ２８ 

１７ ４９ ３３ ３３ ２５ ２５ ２９ ２９ 

１８ ５０ ３４ ３４ ２６ ２６ ３０ ３０ 

１９ ５１ ３５ ３５ ２７ ２７ ３１ ３１ 

２０ ５２ ３６ ３６ ２８ ２８ ３２ ３２ 

２１ ５３ ３７ ３７ ２９ ２９ ３４ ３３ 

２２ ５４ ３８ ３８ ３０ ３０ ３６ ３４ 

２３ ５５ ３９ ３９ ３１ ３１ ３８ ３５ 

２４ ５６ ４０ ４０ ３２ ３２ ４０ ３６ 



２５ ５９ ４１ ４１ ３３ ３３ ４２ ３８ 

２６ ６２ ４２ ４２ ３４ ３４ ４４ ４０ 

２７ ６５ ４３ ４３ ３５ ３５ ４６ ４２ 

２８ ６８ ４４ ４４ ３６ ３６ ４８ ４７ 

２９ ７０ ４５ ４５ ３７ ３７ ５２ ５２ 

３０ ７２ ４６ ４６ ３８ ３８ ５６ ５７ 

３１ ７４ ４７ ４７ ３９ ３９ ６７ ６１ 

３２ ７６ ４８ ４８ ４０ ４０ ８０ ６１ 

３３ ７８ ４９ ４９ ４１ ４１ ８２ ６１ 

３４ ８０ ５０ ５０ ４２ ４２ ８４ ６１ 

３５ ８２ ５１ ５１ ４３ ４３ ８５ ６１ 

３６ ８４ ５２ ５２ ４４ ４４ ８５ ６１ 

３７ ８６ ５３ ５３ ４５ ４５ ８５ ６１ 

３８ ８８ ５４ ５４ ４６ ４６ ８５ ６１ 

３９ ９０ ５５ ５５ ４７ ４７ ８５ ６１ 

４０ ９２ ５６ ５６ ４８ ４８ ８５ ６１ 

４１ ９３ ５８ ５７ ４９ ５０ ８５ ６１ 

４２ ９３ ６０ ５８ ５０ ５２ ８５ ６１ 

４３ ９３ ６２ ５９ ５１ ５４ ８５ ６１ 

４４ ９３ ６４ ６０ ５２ ５６ ８５ ６１ 

４５ ９３ ６６ ６３ ５３ ５８ ８５ ６１ 

４６ ９３ ６８ ６６ ５４ ６０ ８５   

４７ ９３ ７０ ６９ ５５ ６２ ８５   

４８ ９３ ７２ ７２ ５６ ６４ ８５   

４９ ９３ ７６ ７５ ５７ ６６ ８５   

５０ ９３ ８０ ７８ ５８ ７６ ８５   

５１ ９３ ８４ ８１ ５９ ８８ ８５   

５２ ９３ ８８ ８４ ６０ ９２ ８５   

５３ ９３ ９３ ８８ ６１ ９３ ８５   

５４ ９３ ９８ ９２ ６２ ９３ ８５   

５５ ９３ １０３ ９７ ６３ ９３ ８５   

５６ ９３ １０９ １０２ ６４ ９３ ８５   

５７ ９３ １１５ １０７ ６５ ９３ ８５   

５８ ９３ １２１ １１２ ６６ ９３ ８５   

５９ ９３ １２５ １１３ ６７ ９３ ８５   

６０ ９３ １２５ １１３ ６８ ９３ ８５   

６１ ９３ １２５ １１３ ６９ ９３ ８５   

６２ ９３ １２５ １１３ ７０ ９３     



６３ ９３ １２５ １１３ ７１ ９３     

６４ ９３ １２５ １１３ ７２ ９３     

６５ ９３ １２５ １１３ ７３ ９３     

６６ ９３ １２５ １１３ ７４ ９３     

６７ ９３ １２５ １１３ ７５ ９３     

６８ ９３ １２５ １１３ ８０ ９３     

６９ ９３ １２５ １１３ ８５ ９３     

７０ ９３ １２５ １１３ ８８ ９３     

７１ ９３ １２５ １１３ ８９ ９３     

７２ ９３ １２５ １１３ ９０ ９３     

７３ ９３ １２５ １１３ ９１ ９３     

７４ ９３ １２５ １１３ ９２ ９３     

７５ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

７６ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

７７ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

７８ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

７９ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

８０ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

８１ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

８２ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

８３ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

８４ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

８５ ９３ １２５ １１３ ９３ ９３     

８６ ９３ １２５ １１３ ９３       

８７ ９３ １２５ １１３ ９３       

８８ ９３ １２５ １１３ ９３       

８９ ９３ １２５ １１３ ９３       

９０ ９３ １２５ １１３ ９３       

９１ ９３ １２５ １１３ ９３       

９２ ９３ １２５ １１３ ９３       

９３ ９３ １２５ １１３ ９３       

９４ ９３ １２５           

９５ ９３ １２５           

９６ ９３ １２５           

９７ ９３ １２５           

９８ ９３ １２５           

９９ ９３ １２５           

１００ ９３ １２５           



１０１ ９３ １２５           

１０２ ９３ １２５           

１０３ ９３ １２５           

１０４ ９３ １２５           

１０５ ９３ １２５           

１０６ ９３ １２５           

１０７ ９３ １２５           

１０８ ９３ １２５           

１０９ ９３ １２５           

１１０ ９３ １２５           

１１１ ９３ １２５           

１１２ ９３ １２５           

１１３ ９３ １２５           

１１４ ９３             

１１５ ９３             

１１６ ９３             

１１７ ９３             

１１８ ９３             

１１９ ９３             

１２０ ９３             

１２１ ９３             

１２２ ９３             

１２３ ９３             

１２４ ９３             

１２５ ９３             

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の亀山市職員の初任給、昇格、昇給等の

基準に関する規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、令和４年４月１日か

ら適用する。 

 （経過措置） 

２ 令和４年４月１日からこの規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日まで

の間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等

における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改

正後の規則の規定による号給が改正前の亀山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に



関する規則（以下「改正前の規則」という。）の規定による号給に達しない職員の、

当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規定にかかわらず、改正前

の規則の規定による号給とするものとする。 

３ 施行日から令和５年３月３１日までの間において、新たに給料表の適用を受けるこ

ととなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりそ

の受ける号給に異動のあった職員（個別に市長の承認を得て号給を決定することとさ

れている職員を除く。）のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があ

ると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお、従前

の例によることができる。 

 


